
住
所
の
異
動
手
続
き 

忘
れ
ず
に 

　
就
職
・
転
勤
・
就
学
で
住
所
を
異
動

す
る
人
は
、
引
越
し
前
後
の
市
区
町
村

の
窓
口
で
住
民
異
動
届
の
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
持
っ
て
い
る
転
入
者
は
継
続
利
用
手

続
き
が
必
要
で
す
。
手
続
き
せ
ず
に
一

定
期
間
が
経
過
す
る
と
カ
ー
ド
が
失
効

し
ま
す
。
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

市
民
室
☎(

24)

８
７
５
９ 

４
月
１
日
か
ら 

建
物
の
危
険
性
を
公
表 

　
消
防
設
備
を
設
置
し
て
い
な
い
「
重

大
な
消
防
法
令
違
反
対
象
物
」
を
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
ま
す
。
利
用

者
は
建
物
の
危
険
性
を
自
分
で
判
断
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

▼
対
象
の
建
物　
不
特
定
多
数
の
人
が

利
用
す
る
建
物
や
一
人
で
避
難
で

き
な
い
人
が
利
用
す
る
建
物
。
飲

食
店
、
物
品
販
売
店
舗
、
宿
泊
施

設
、
病
院
、
社
会
福
祉
施
設
な
ど 

 

消
防
本
部
予
防
課

　
☎(

22)

３
２
９
５

監
査
委
員
を
選
任 

　
監
査
委
員
に
宇
澤
園
子
氏
（
61
）
を

選
任
す
る
こ
と
が
２
月
25
日
の
市
議
会

本
会
議
で
同
意
さ
れ
ま
し
た
。
任
期
は

４
月
１
日
か
ら
４
年
間
で
す
。 

 

監
査
委
員
事
務
局

　
☎(

24)

８
９
５
９

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会 

委
員
を
選
任 

　
銚
子
市
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

委
員
に
溝
口
光
男
氏
（
67
）
と
堺
屋
綾

子
氏
（
40
）
を
再
任
す
る
こ
と
が
２
月

25
日
の
市
議
会
本
会
議
で
同
意
さ
れ
ま

し
た
。
任
期
は
4
月
１
日
か
ら
３
年
間

で
す
。 

 

債
権
管
理
室 
☎(

24)

８
９
５
４

固
定
資
産
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

▼
固
定
資
産
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

縦
覧
で
き
る
人　
納
税
者
と
そ
の
代
理
人

期
間　
４
月
１
日
㈬
～
６
月
１
日
㈪

持
ち
物　
運
転
免
許
証
な
ど
本
人
確
認

が
で
き
る
も
の

▼
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

閲
覧
で
き
る
人　
納
税
者
と
借
地
・
借

家
人
な
ど

持
ち
物　
運
転
免
許
証
な
ど
本
人
確
認

が
で
き
る
も
の
、
代
理
の
場
合
は

委
任
状
、
借
地
・
借
家
人
の
場
合

は
賃
貸
借
契
約
書
な
ど

手
数
料　
６
月
１
日
㈪
ま
で
は
無
料

縦
覧
・
閲
覧
場
所　
市
役
所
１
階　
課

税
室
、
豊
里
・
豊
岡
出
張
所

 

課
税
室 

☎(

24)

８
９
５
２

水
道
局 

水
道
使
用
開
始
の

申
込 

　
水
道
の
使
用
開
始
は
水
道
料
金
セ
ン

タ
ー
へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
申
込
で
き
ま
す
。

　
4
月
か
ら
「
定
型
約
款
」
の
規
定
が

新
設
さ
れ
ま
す
。
詳
し
く
は
水
道
局

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

 

水
道
料
金
セ
ン
タ
ー

　
☎(

30)

３
１
３
１

　
Ｆ
Ａ
Ｘ(

30)

３
１
３
３ 

 

水
道
局
管
理
室 

☎(

22)

８
８
１
０

家
具
転
倒
防
止
器
具 

取
付
費
用
を
助
成  

　
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
家
具
転
倒
防

止
器
具
の
取
付
費
用
を
助
成
し
ま
す
。

助
成
は
転
居
や
建
て
替
え
の
場
合
を
除

き
1
世
帯
1
回
限
り
で
す
。 

対
象　
❶
～
❸
に
該
当
す
る
市
民
税
非

課
税
世
帯 

　
❶
65
歳
以
上
の
高
齢
者
だ
け
の
世
帯 

　

❷
身
体
障
害
者
（
１
，
２
級
）
と

知
的
障
害
者
・
精
神
障
害
者
（
1

級
）
だ
け
の
世
帯 

　
❸
❶
と
❷
で
構
成
さ
れ
た
世
帯
。
18

歳
以
下
の
市
民
税
非
課
税
者
が
含

ま
れ
る
場
合
も
対
象
で
す
。 

助
成
額　
上
限
１
万
円 

 

高
齢
者
福
祉
課

　
☎(

24)

８
７
５
４

　
障
害
支
援
室 

☎(

24)

８
９
６
８

協
会
け
ん
ぽ  

令
和
２
年
度
保
険
料
率 

　
千
葉
支
部
加
入
者
の
皆
さ
ん
の
保
険

料
率
は
現
状
の
９
・
81
％
か
ら
９
・

75
％
に
引
き
下
げ
に
な
り
ま
す
。
３
月

分
（
４
月
納
付
分
）
か
ら
で
す
。
全

国
一
律
の
介
護
保
険
料
率
は
現
状
の

１
・
73
％
か
ら
１
・
79
％
に
引
き
上
げ

に
な
り
ま
す
。 

 

同
千
葉
支
部

　
☎
０
４
３(

３
０
８)

０
５
２
２

オ
ス
ト
メ
イ
ト
の
集
い 

　
オ
ス
ト
メ
イ
ト
の
情
報
交
換
会
で
す
。 

日
時　
４
月
12
日
㈰ 

13
時
30
分
～
16
時 

場
所　
勤
労
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

１
階 

和
室 

対
象　
オ
ス
ト
メ
イ
ト
の
人
、そ
の
家
族 

そ
の
他　
参
加
費
無
料
。
申
込
不
要 

 

椎
名
さ
ん

　

０
９
０(

４
５
４
３)

８
８
７
２

職場体験させてください 

中学２年生の職場体験学習に協力して
くださる事業所を募集しています。

期間は実施期間のうち３日間程度です。 
 
■申込期限　５月８日㈮ 

 各中学校か学校教育室 ☎(24)8197 

実施期間 学校名 申・問

7/28㈫～31日㈮
二中 ☎(22)1360
七中 ☎(33)1004

8/4㈫～7㈮
一中 ☎(22)1273
三中 ☎(22)3300
六中 ☎(33)0078

8/18㈫～21㈮ 銚子中 ☎(22)0147
8/25㈫～28㈮ 五中 ☎(22)1469

ご
注
意
く
だ
さ
い

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
の
状
況
に
よ
り
、
掲
載
し
て

い
る
イ
ベ
ン
ト
が
中
止
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
あ
ら
か
じ

め
主
催
者
に
開
催
の
可
否
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。 
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